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8 Ⅳ-7-⑩-6 損料表の訂正

9 訂正
業務関係積算基準及び標準歩掛表

【運用編】
運7-68
運7-93

交通規制設備の単位の訂正 061001

10 運1-16 伐採の作業費等の見積方法の追加
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設計標準歩掛表
（港湾編）
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設計標準歩掛表

【運用編】
運1-3～運1-7 設計計上資材単価決定要領の改定

20 運12-2～運12-11 災害査定用測量設計業務の改定
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30 Ⅳ-1-②-3,5 高視認性区画線工の改定
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32 Ⅳ-2-⑤-4 道路植栽工の改定

33
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35

36

37
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設計標準歩掛表
（一般共通編）
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設計標準歩掛表
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設計標準歩掛表

（道路編・電気（電気通信）編・河川編・機械設
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令和7年3月28日 改定

設計標準歩掛表
（一般共通編）
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【運用編】
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【運用編】
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令和7年3月4日 改定 070315

令和6年10月17日 訂正
設計標準歩掛表

（道路編・電気（電気通信）編・河川編・機械設
備編）

061001

令和６年度　山口県設計標準歩掛表　改定・訂正履歴

令和6年10月7日 訂正
設計標準歩掛表
（港湾編）
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適用基準日：070701

頁 新 旧

令和６年度 山口県設計標準歩掛表（一般共通編） Ⅳ編　土木工事標準単価・市場単価

新旧対照表

Ⅳ-1-②-3，5

第Ⅳ編
第１章
土木工事標準単
価
②高視認性区画
線工

1/3

別 紙

現行なし



適用基準日：070701

頁 新 旧

新旧対照表

Ⅳ-2-③-43

第Ⅳ編
第2章
市場単価
③-5
防護柵設置工
（落石防止網）

2/3

令和６年度 山口県設計標準歩掛表（一般共通編）



適用基準日：070701

頁 新 旧

Ⅳ-1-②-3，5

第Ⅳ編
第2章
市場単価
⑤道路植栽工

3/3

令和６年度 山口県設計標準歩掛表（一般共通編）

新旧対照表



Ⅵ-1-②-3,5 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

 (１) 高視認性区画線設置作業における供用区間及び未供用区間の取扱いは，下表のとおりとする。 

 

表３．１ 施工場所区分 

区 分 工  事  種  別 

供 用 区 間 

維持修繕工事：維持修繕工事に伴う区画線工事 

現道拡幅工事等：現道拡幅工事に伴う区画線工事 

交通安全工事（１種）：交差点改良，停車帯等の交通安全工事（１種）に伴う区画線工事 

交通安全工事（２種）：現道の区画線の補修工事 

未供用区間 バイパス工事等：バイパス新設など未供用区間の区画線工事 

 

(２) 高視認性区画線工における横断歩道、停止線等はゼブラを適用する。 

(３) 歩道部に区画線を設置する場合，高視認性区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。 

 

４． 施工コード 

 SDT00009 高視認性区画線設置 

 SDT00011 高視認性区画線消去（削取り式） 

 

５．参考資料 

 

表５．１ 高視認性区画線設置（リブ式（溶融式））の燃料使用量（各製品共通） 

（1,000m 当たり）          

名称 適用 単位 
実線 

15cm 20cm 30cm 

軽油 
 L 54 62 81 

未供用区間に施工する場合 L 49 57 74 

ガソリン 
 L 2.5 2.9 3.8 

未供用区間に施工する場合 L 2.3 2.7 3.5 

 

表５．２ 高視認性区画線設置（非リブ式（溶融式））の燃料使用量（各製品共通） 

 （1,000m 当たり）     

名称 適用 単位 
実線 ゼブラ 

15cm 20cm 30cm 45cm 15cm 20cm 30cm 45cm 

軽油 
 L 54 62 81 95 62 74 101 115 

未供用区間に施工する場合 L 49 57 74 87 57 67 92 105 

ガソリン 
 L 2.5 2.9 3.8 4.5 2.9 3.5 4.8 5.4 

未供用区間に施工する場合 L 2.3 2.7 3.5 4.1 2.7 3.1 4.3 4.9 

 

 

表５．３ 高視認性区画線消去（削取り式）の燃料使用量 

（1,000m 当たり） 

名称 単位 15cm 換算 

軽油 L 62 

ガソリン L 35 

 



Ⅵ-2-③-43 

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．４ 加算率・補正係数の適用基準 

規格・仕様 適 用 基 準 記号 備 考 

加
算
率 

施 工 規 模 

標準 Ｓ0 

全体数量 １工事の施工規模が標準より小さい場合は，対象となる規

格・仕様の単価を率で加算する。 
Ｓ1 

補 
 

正 
 

係 
 

数 

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合 

通常勤務すべき１日の作業時間（所定労働時間）を７時間

以下４時間以上に制限する場合は，対象となる規格・仕様

の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象数量 

夜 間 作 業 

通常勤務すべき時間（所定労働時間）帯を変更して，作業

時間が夜間（20 時～ 6 時）にかかる場合は，対象となる

規格・仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ2 

金 網 仕 様 

亜 鉛 メ ッ キ カ ラ ー 

金網の表面仕様が亜鉛メッキカラー（Ｃ－ＧＳ３，４）の

場合は，対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ3 

金 網 仕 様 

厚 メ ッ キ 

金網の表面仕様が厚メッキ（Ｚ－ＧＳ７）の場合は，対象

となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ4 

金 網 仕 様 

厚 メ ッ キ カ ラ ー 

金網の表面仕様が厚メッキカラー（Ｃ－ＧＳ７）の場合は，

対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ5 

金 網 仕 様 

合 成 樹 脂 被 覆 

金網の表面仕様が合成樹脂（ポリエチレン）被覆（Ｅ－Ｇ

Ｈ３，４）の場合は，対象となる規格・仕様の単価を係数

で補正する。 

Ｋ6 

支柱設置用アンカー 

土 中 用 

支柱設置用のアンカーが土中用の場合は，対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ7 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

表２．５ 加算率・補正係数の数値 

区    分 記号 
金網・ロープ設

置 
アンカー設置 支柱設置 

加 

算 

率 

施工規模 

Ｓ0 
500㎡以上（金網設置面積） 

0％ 

Ｓ1 
500 ㎡未満（金網設置面積） 

10％ 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.10 

夜間作業 Ｋ2 1.25 1.25 1.25 

金網仕様 

亜鉛メッキカラー 
Ｋ3 1.05 － － 

金網仕様 

厚メッキ 
Ｋ4 1.05 － － 

金網仕様 

厚メッキカラー 
Ｋ5 1.15 － － 

金網仕様 

合成樹脂被覆 
Ｋ6 1.20 － － 

支柱設置用アンカー 

土中用 
Ｋ7 － － 1.05 

(注)１．施工規模は，１工事における金網の設置面積の合計数量で判定する。 

２．アンカー及び支柱の施工規模加算の適用は金網の設置面積で判定する。 

３．施工規模の加算率（Ｓ1）と，時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は施

工規模加算率のみを対象とする。 



Ⅵ-2-⑤-4 

 

表２．４ 地被類植付工 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 
地被類植付工 各 種 鉢 

 

表２．５ 植樹管理（せん定） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 

高
木
せ
ん
定 

夏
期
せ
ん
定 

幹周 30㎝ 未満 本 

幹周 30㎝ 以上 60㎝ 未満 本 

幹周 60㎝ 以上 90㎝ 未満 本 

幹周 90㎝ 以上 120㎝ 未満 本 

冬
期
せ
ん
定 

幹周 30 ㎝ 未満 本 

幹周 30 ㎝ 以上 60 ㎝ 未満 本 

幹周 60 ㎝ 以上 90 ㎝ 未満 本 

幹周 90 ㎝ 以上 120 ㎝ 未満 本 

（注）１．夏期せん定とは，樹冠の乱れや繁茂し混みすぎた枝を整えることを目的としたせん

定をいう。 

冬期せん定とは，自然樹形の骨格枝を作ることを目的としたせん定をいう。（基本

せん定ともいう） 

 

表２．６ 植樹管理（せん定） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

低
木
・
中
木
せ
ん
定 

球 形 

樹高 100 ㎝ 未満 本 

樹高 100 ㎝ 以上 200 ㎝ 未満 本 

樹高 200 ㎝ 以上 300 ㎝ 未満 本 

円筒形 

樹高 100 ㎝ 未満 本 

樹高 100 ㎝ 以上 200 ㎝ 未満 本 

樹高 200 ㎝ 以上 300 ㎝ 未満 本 

寄 植 

せん定 

低 木 ㎡ 

中 木 ㎡ 

(注)１．低木には，株物，一本立を含む。 

２．寄植せん定の施工数量は低木は植地面積とし，中木は刈り込み後面積（表面積）

とする。（図－１参照） 

３．樹木の規格・仕様は，せん定後の高さで判定する。 

 

(図－1) 寄植せん定・防除の施工面積の判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


